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イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

くらしの情報

高
齢
者
の
方
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端

末
を
貸
与
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
認
知
症
等
に
よ
り
徘

徊
癖
の
あ
る
高
齢
者
等
に
対
し
、

Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
利
用
し
た
位
置
情
報
を

検
索
、
提
供
す
る
端
末
を
貸
与
し

て
い
ま
す
。

■
利
用
対
象
者

・ 

徘
徊
行
動
の
見
ら
れ
る
お
お
む

ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者

・ 

障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す

る
障
害
者
お
よ
び
障
害
児
で
、

所
在
が
不
明
と
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
方
。

・
そ
の
他
市
長
が
認
め
る
方

■
申
請
場
所

・
高
齢
福
祉
課
（
き
ら
ら
館
）

■
申
請
方
法

　

窓
口
に
て
申
請
用
紙
に
記
入
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
印
鑑
、
通
帳

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
端
末
の
貸
与
方
法

　

申
請
内
容
を
審
査
し
た
後
、
職

員
が
直
接
お
宅
ま
で
お
届
け
い
た

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
福
祉
課

　

☎（
52
）１
１
１
５

ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
に
よ
る

「
歌
声
」

４
周
年
を
迎
え
６
月
５
日
に
南

河
内
公
民
館
に
お
い
て
1
0
3
名

の
参
加
の
も
と
盛
大
に
開
催
し
ま

し
た
。
参
加
の
み
な
さ
ん
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

■
日
程
・
場
所

南
河
内
公
民
館

　

８
月
７
日
㈮
・
９
月
４
日
㈮

※ 
原
則
、
毎
月
第
１
金
曜
日
に
開

催
石
橋
公
民
館

　

８
月
20
日
㈭　

１
周
年
記
念

※ 

原
則
、
偶
数
月
に
開
催
（
次
回

は
10
月
８
日
）

■
２
会
場
共
通
事
項

時　

間
：
午
後
２
時
〜
4
時

参
加
費
：
5
0
0
円（
歌
集
貸
出
）

講　

師
：
三
好　

創は
じ
め　

先
生

■
問
い
合
わ
せ
先

　

歌
声
の
会
「
は
じ
め
」

　
代
表　

佐
藤　

☎（
48
）1
6
6
3

平
成
27
年
度
就
学
義
務
猶
予
免

除
者
等
の
中
学
校
卒
業
程
度
認

定
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

次
の
受
験
資
格
⑴
〜
⑷
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
の
た
め
の
、

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

■
受
験
資
格

⑴ 

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ
る

者
又
は
就
学
義
務
猶
予
免
除

者
で
あ
っ
た
者
で
、
平
成
28
年

３
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
以

上
に
な
る
も
の

⑵ 

保
護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務
の

猶
予
又
は
免
除
を
受
け
ず
、
か

つ
、
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で

に
満
15
歳
に
達
す
る
者
で
、
そ

の
年
度
の
終
わ
り
ま
で
に
中
学

校
を
卒
業
で
き
な
い
と
見
込
ま

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

な
い
事
由
が
あ
る
と
文
部
科
学

大
臣
が
認
め
た
も
の

⑶ 

平
成
28
年
3
月
31
日
ま
で
に
満

16
歳
以
上
に
な
る
者
（
⑴
及
び 

⑷
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

⑷ 

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
、

平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に

満
15
歳
以
上
に
な
る
も
の

■
願
書
受
付
期
間

　

８
月
24
日
㈪
〜
９
月
11
日
㈮

■
願
書
受
付

受
験
希
望
者
は
、
文
部
科
学
省

に
出
願
書
類
を
提
出
す
る
。

■
試
験
日　

10
月
28
日
㈬

■
試
験
場

栃
木
県
庁
南
庁
舎　

２
号
館

　

〒
3
2
0

－

8
5
0
1

　
宇
都
宮
市
塙
田
１
丁
目
１
番
20
号

■
試
験
科
目　

国
語
、
社
会
、
数

学
、
理
科
、
外
国
語
（
英
語
）

■
試
験
の
方
法　

筆
記
（
視
覚
障

害
者
に
つ
い
て
は
点
字
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
特
別
の
配
慮
を
必
要
と

す
る
場
合
は
、
別
途
協
議
す
る
。

■
合
格
発
表　

12
月
７
日
㈪
の
予
定

■
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教

職
員
課
総
務
担
当

　

☎
0
2
8（
6
2
3
）3
3
9
1

８
月
３
日
か
ら
法
務
局
の
登
記

相
談
が
予
約
制
に
な
り
ま
す

宇
都
宮
地
方
法
務
局
の
登
記
の

申
請
に
関
す
る
相
談
が
、
８
月
３

日
㈪
か
ら
電
話
に
よ
る
予
約
制
と

な
り
ま
す
。

■
予
約
相
談
日
時

　

平
日
（
月
曜
日
〜
金
曜
日
）

　

午
前
９
時
〜
11
時
30
分

　

午
後
１
時
〜
４
時

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

○
不
動
産
登
記　

小
山
出
張
所

　

☎（
22
）０
３
６
１

○
会
社
法
人
登
記
法
人
登
記
部
門

　

☎
0
2
8（
6
2
3
）0
9
1
6

平
成
27
年
10
月
か
ら
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
通
知
さ
れ
ま
す
。

平
成
27
年
10
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
通
知
す
る
カ
ー
ド
（
通
知
カ

ー
ド
）
が
皆
さ
ん
の
住
民
票
の
住
所

に
簡
易
書
留
で
郵
送
さ
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
住
民
票
を

有
す
る
す
べ
て
の
方
に
1
人
一
つ

付
番
さ
れ
る
12
桁
の
番
号
で
社
会

保
障
、
税
、
災
害
対
策
の
分
野
で

効
率
的
に
情
報
を
管
理
し
、
複
数

の
機
関
に
存
在
す
る
個
人
の
情
報

が
同
一
人
の
情
報
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も

の
で
す
。

通
知
カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
て
い

る
番
号
は
一
生
使
う
も
の
で
す
の

で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
通

知
カ
ー
ド
を
確
実
に
お
受
け
取
り

い
た
だ
く
た
め
、
今
の
お
住
ま
い

と
住
民
票
の
住
所
が
異
な
る
方
は
、

お
住
ま
い
の
市
区
町
村
に
、
住
所

の
異
動
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
全
国
共
通

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

☎
0
5
7
0（
20
）0
1
7
8

　

市
民
課　

☎（
40
）5
5
5
6


